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４ ４ １５

青梅市行財政改革推進
委員会

日時
４月２８日（木）午後
１時３０分から

会場
市役所３階教育委員会

会議室

内容

青梅市行財政改革推
進プラン「令和５年度
～令和９年度」（仮称）
の提言について

定員 先着５人

傍聴
受付

当日の午後１時１５分～
２５分に会場入り口で

問い合
わせ

財政課

傍聴にお出かけください

　

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業

に
地
方
公
営
企
業
法
が
全
部
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、

現
事
業
部
長
の
為
政
良
治
氏
が

同
事
業
の
管
理
者
に
任
命
さ

れ
、
令
和
４
年
４
月
１
日
付
け

で
就
任
し
ま
し
た
。

　

為
政
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走

事
業
管
理
者
は
、
昭
和
55
年
に

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
管
理
者

為
政
良
治
氏
が
就
任

青
梅
市
に
入
庁
し
、
財
務
部
契

約
管
財
課
長
、
事
業
部
管
理
課

長
、
事
業
部
長
を
歴
任
し
ま
し

た
。

日程（５月） 時間 場所

２０日（金）
午前８時３０分～

午後５時１５分

住宅課(市役所５

階)

２１日（土）、

２２日（日）※

午前８時３０分～

午後５時

休日夜間出入り口

(市役所１階)

２３日（月）

～２７日（金）

午前８時３０分～

午後５時１５分

住宅課（市役所５

階）

※申込書・しおりの配布のみで、受付は行いません。

表３　申込書・しおりの配布、申込受付期間

住宅 住所 タイプ 単身

大門第５ 大門１－３７６
２ＤＫ 可

藤橋第２ 藤橋１－４０８－１

裏宿 裏宿７１１ー１

３ＤＫ
不可

日向和田※ 日向和田１－２５３

駒木 駒木町２－４４６－２

友田 友田町５－２９９ ２ＤＫ

※高齢者世帯専用

家族数
所得金額

一般世帯 高齢者等世帯

単身 ２５６万８千円まで

２人 ２２７万６千円まで ２９４万８千円まで

３人 ２６５万６千円まで ３３２万８千円まで

４人 ３０３万６千円まで ３７０万８千円まで

５人 ３４１万６千円まで ４０８万８千円まで

※所得金額は家族全員の所得を合算してください。

表２　所得基準

表１　募集予定住宅

市
営
住
宅
「
あ
き
室
」
入
居
者
募
集

　

市
営
住
宅
「
あ
き
室
」
へ
の

入
居
者
募
集
は
、
現
在
入
居
が

可
能
な
あ
き
室
に
つ
い
て
、
入

居
資
格
者
を
決
定
す
る
も
の
で

す
。
入
居
資
格
者
と
入
居
あ
っ

せ
ん
順
位
の
決
定
は
、
公
開
抽

選
を
行
い
、
資
格
審
査
の
う
え

決
定
し
ま
す
。

募
集
予
定
住
宅　

表
１
参
照

住 

宅
使
用
料
（
月
額
）　

入
居

す
る
住
宅
、
世
帯
の
所
得
に

よ
り
決
定
し
ま
す
。

申 

込
者
の
資
格　

①
市
内
に
３

か
月
以
上
居
住
し
て
い
る
成

年
者
で
あ
る
こ
と(

外
国
人

に
つ
い
て
は
１
年
以
上
居
住

し
て
い
る
成
年
者)

②
同

居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
表
１
の
単
身
入
居
可
の

住
宅
は
、
60
歳
以
上
等
の
方

③
世
帯
の
所
得
が
表
２
の
所

得
基
準
内
で
あ
る
こ
と
④
住

宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
こ
と
⑤
す
で
に
納
期

を
経
過
し
た
分
の
市
税
を
完

納
し
て
い
る
こ
と
⑥
申
込
者

ま
た
は
同
居
親
族
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と
⑦
入
居
が
決

定
し
た
場
合
、
市
で
定
め
る

使
用
手
続
き
が
完
了
で
き
る

こ
と
。

申 

し
込
み
の
注
意　

①
住
宅
の

階
数
な
ど
の
指
定
は
で
き
ま

せ
ん
②
世
帯
を
不
自
然
に
分

割
ま
た
は
合
併
し
た
方
は
申

し
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
③
申

し
込
み
に
お
い
て
虚
偽
事
実

が
判
明
し
た
と
き
は
、
一
切

の
資
格
を
無
効
と
し
ま
す
④

住
宅
使
用
料
の
ほ
か
に
共
益

費
等
の
負
担
が
あ
り
ま
す
⑤

募
集
戸
数
等
の
詳
細
は
「
申

し
込
み
の
し
お
り
」
で
ご
確

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す

～
み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
作
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
～

　

つ
る
性
の
植
物
で
作
る
み

ど
り
の
カ
ー
テ
ン
に
は
、
周
囲

の
温
度
上
昇
を
抑
え
る
効
果
が

あ
り
ま
す
。
エ
ア
コ
ン
の
使
用

率
を
下
げ
、
温
室
効
果
ガ
ス
を

削
減
し
ま
し
ょ
う
。

　

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
用
の

ゴ
ー
ヤ
の
苗
を
配
布
し
ま
す
。

　

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
に
興
味

が
あ
り
、
モ
ニ
タ
ー
に
な
り
た

い
方
は
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　

今
年
も
「
み
ど
り
の
カ
ー
テ

ン
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
行
い
ま
す

の
で
、
コ
ン
テ
ス
ト
に
も
ぜ
ひ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

「
み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
コ
ン

配布時間
配布世帯・
事業所数

９：３０～

先着５０世帯

１０：００～

１０：３０～

１１：００～

１１：３０～

１４：００～

１４：３０～

１５：００～

※�３０分ごとに上限１０世帯に分けて配布し
ます。

テ
ス
ト
」
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
広
報
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

対 

象　

市
内
世
帯
、
市
内
事
業

所
条 

件
▽ 

配
布
日
時
、
配
布
場
所
に
受

け
取
り
可
能
な
こ
と
。

▽ 

育
成
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
提

出
に
協
力
可
能
な
こ
と
。

募 

集
世
帯　

先
着
50
世
帯
・
事

業
所
（
予
約
制
）

配 

布
日
時　

上
記
表
参
照

配 

布
場
所　

西
東
京
農
業
協
同

組
合
か
す
み
直
売
セ
ン
タ
ー

申 

し
込
み　

26
日
ま
で
に
直
接

ま
た
は
電
話
で
環
境
政
策
課

管
理
係
（
市
役
所
５
階
）
へ

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

配布時間表

※配布日４月２７日（水）

「
合
同
企
業
説
明
会
」
参
加
者
募
集

　

市
は
、
青
梅
商
工
会
議
所

と
の
共
催
で
令
和
５
年
３
月

卒
業
見
込
み
の
新
卒
の
方
ま

た
は
第
二
新
卒
の
方
を
対
象

と
し
た
合
同
企
業
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

地
元
で
就
職
を
検
討
し
て

い
る
学
生
の
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

日 

時　

６
月
９
日
（
木
）

　

午
後
２
時
～
４
時
30
分　

会 

場　

ネ
ッ
ツ
た
ま
ぐ
ー
セ

ン
タ
ー

参 

加
企
業
等　

青
梅
市
役

所
、
青
梅
商
工
会
議
所
、

青
梅
市
お
よ
び
奥
多
摩
町

の
企
業
等　

計
16
社

費
用
無
料

申 

し
込
み　

５
月
31
日
ま

で
に
左
記
２
次
元
コ
ー

ド
も
し
く
は
電
話
☎
23
・

０
１
１
１
で
青
梅
商
工
会

議
所
地
域
支
援
係
へ

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
状
況
に
よ
り
オ
ン

ラ
イ
ン
開
催
ま
た
は
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。前回の様子

交
通
災
害
共
済
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」

加
入
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

交
通
事
故
に
よ
る
ケ
ガ
で
治

療
を
受
け
た
場
合
、
交
通
災
害

の
程
度
に
よ
り
見
舞
金
を
受
け

ら
れ
る
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」

の
申
し
込
み
を
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
共
済
期
間
は
、
申

し
込
み
の
翌
日
～
令
和
５
年
３

月
31
日
で
す
。

　

加
入
申
込
書
は
、
市
役
所
、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市
内
の
金

融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除

く
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
加

入
で
き
ま
す
。（
下
記
２
次
元

コ
ー
ド
参
照
）

　

ま
だ
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所　

市
民
安
全
課
（
市

役
所
３
階
）、
各
出
張
所
、

市
内
の
金
融
機
関
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

問
い
合
わ
せ　

市
民
安
全
課
市

民
安
全
係

第第
1111
回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
は

回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

お
済
み
で
す
か

支
給
対
象
者

　

戦
没
者
等
の
死
亡
時
の
遺
族

で
、
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場

合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
遺
族

１
人

⑴ 

令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

⑵
戦
没
者
等
の
子

⑶ 

戦
没
者
等
の
①
父
母
②
孫
③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
替

わ
り
ま
す
。

⑷ 

前
記
⑴
～
⑶
以
外
の
戦
没

者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

（
甥お

い

、
姪め

い

等
）

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り

ま
す
。

支 

給
内
容　

額
面
25
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

請 

求
期
間
・
窓
口　

令
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
に
福
祉
総
務

課
庶
務
係
（
市
役
所
３
階
）
へ

※ 

請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
弔

慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
と
し
て
、
電
話
で
事

前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

福
祉
総
務
課
庶

務
係

　

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金

と
は
、
発
電
用
施
設
が
設
置
さ

れ
て
い
る
自
治
体
に
対
し
、
発

電
用
施
設
の
周
辺
地
域
に
お
け

る
公
共
用
施
設
の
整
備
や
住
民

福
祉
の
向
上
等
を
目
的
と
し
て

交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
御
岳
地
区
に
多
摩

川
第
三
発
電
所
が
設
置
さ
れ
て

い
る
た
め
、
都
か
ら
交
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
は
、
青
梅
市
吉

川
英
治
記
念
館
の
整
備
に
交
付

金
を
活
用
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

財
政
課　

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
の
活
用

認
く
だ
さ
い
。

申 

込
書
・
し
お
り
の
配
布
、
申

込
受
付
期
間　

表
３
参
照

申 

し
込
み　

表
３
の
日
時
・
場

所
へ
直
接
持
参
ま
た
は
５
月

27
日
（
消
印
）
ま
で
に
郵
送

〒
198

－

８
７
０
１
青
梅
市

住
宅
課
公
営
住
宅
係
へ

市

職

員

の

懲

戒

処

分

に

つ

い

て

市

職

員

の

懲

戒

処

分

に

つ

い

て

　

市
立
総
合
病
院
で
は
、
次
の

と
お
り
懲
戒
処
分
を
行
い
ま
し

た
の
で
、
懲
戒
処
分
の
公
表
基

準
に
基
づ
き
公
表
し
ま
す
。

事
件
概
要

① 

令
和
４
年
２
月
３
日
、
院
内

に
お
い
て
飲
酒
し
た
。

② 

平
成
30
年
６
月
の
勤
務
終
了

後
、
市
内
飲
食
店
に
て
友
人

と
会
食
し
た
際
、
飲
酒
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
家
用

車
を
み
ず
か
ら
運
転
し
、
検

問
に
て
検
挙
さ
れ
道
路
交
通

法
違
反
と
し
て
行
政
処
分
を

受
け
た
。

処 

分
職
員

① 

医
師　

30
歳
代　

男
性　

２

人
、
医
師
20
歳
代　

男
性

②
看
護
師　

30
歳
代　

女
性

処 

分
内
容

① 

減
給　

10
分
の
１
、６
か
月

②
停
職　

１
か
月

処 

分
日　

令
和
４
年
３
月
18
日

問 

い
合
わ
せ　

総
合
病
院
管
理

課
人
事
係
☎
22
・
３
１
９
１


